
                        令和８年度 人権教育全体計画 

人権・平和教育担当 

 

 

    

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

育てたい資質・能力 

 

 

 

 

自分を大切にし、他者も大切にするための実践行動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学 校 教 育 目 標 

心豊かでたくましく心身ともに健やかな鳴鼓っ子の育成 

「かがやき鳴鼓っ子」 

～一人一人のウェルビーイング～ 

人 権 教 育 の 目 標 

人権についての理解を深め、生命を大切にする気持ちを持ち、他者とともに協力し合って一人一人を大切にする社

会を作っていこうとする能力や態度を養う 

低 ・ 中 ・ 高 学 年 別 人 権 教 育 目 標 

低  学 年 中 学 年 高 学 年 

○誰とでもなかよくする 

身近な集団生活に進んで参加し、経験を通 

して仲間外しやいじわるをしない子ども 

を育てる。 

○相手のことを考える 

集団生活を通して、誰にでも公平・公正に

ふるまおうとする態度を育てる。 

○自他の人権を尊重しようとする 

集団生活における自他の役割や立場を自 

覚し、身近な差別をなくそうとする態度を 

育てる。 

根っこでつながる仲間作り 

各教科 道徳 特別活動 総合的な学習の時間 

・児童一人一人に確かな学力

を保障する。 

・事実を正しく見つめ、差別

や偏見に対する科学的な認

識と判断力を育てる。 

・一人一人の個性と能力の伸

長をはかる。 

・道徳的心情と、道徳的実践

力を育てる。 

・自ら考え、正しく判断して

いく心情や態度を育てる。 

・互いの人格や人権について

正しく判断し、それを尊重

する心情や態度を育てる。 

・お互いを尊重し、望ましい

社会生活を過ごすための心情

や態度を育てる。 

・学校生活の中におけるいろ

いろな問題点に気付き、みん

なの問題として解決する力を

育てる。 

・主体的な学習態度を育むと

ともに、人権の視点で自分

自身とのつながりを意識で

きる心を育てる。 

・人の生き方に関わりながら

自分自身の生き方に重ねさ

せ、生きる力を培う。 

 時代や社会の要請

地域の実態 

子どもの実態 

発達段階 

地域や家庭の願い 

教職員の願い 

日本国憲法  
教育基本法  
学校教育法  
その他の法令  
学習指導要領  
長崎県教育方針  
時津町教育方針  

・子どもの自主性を育てる学校 （か かんがえる） 

・子どもの学力を向上させる学校（が がんばる） 

・特別支援教育の充実した学校 （や やさしく） 

・健康な体づくりをする学校  （き きたえる） 

めざす学校像 

・よく考えて進んで学習する子ども(やる気) 

・粘り強く最後までやりぬく子ども(根 気) 

・健康で思いやりのある子ども  (元 気) 

 

めざす児童像 

自立し社会参加するための力 

自己表現力・コミュニケーション力 

人権感覚 

自己肯定感・共生感覚 

人権に関する知識理解 

子どもの権利・性的少数

者に関する知識 

教育環境の整備 

・教育環境 

・言語環境 

・掲示板利用（ポスター、標語） 

・施設設備 

家庭・地域との連携 

・学年、学級 PTA 

・学校、学年、学級だよりの発行 

・青少年健全育成協議会 

生活指導の充実徹底 


